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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
定
員
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
月
十
七
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
四
七
号
）
四
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て
で
職
員
数
を
お
答
え

し
た
各
国
の
外
務
省
（
以
下
「
各
国
外
務
省
」
と
い
う
。
）
及
び
我
が
国
外
務
省
が
所
掌
す
る
経
済
協
力
に
関
す
る
事
務
と

同
様
の
事
務
を
取
り
扱
う
そ
の
他
の
省
庁
（
以
下
「
他
省
庁
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
各
国
外
務
省
の
正
式
名
称
の
日
本
語

訳
及
び
職
員
数
は
、
イ
タ
リ
ア
が
外
務
省
で
五
千
二
百
八
人
、
カ
ナ
ダ
が
外
務
国
際
貿
易
省
で
四
千
五
百
十
八
人
、
ド
イ
ツ

が
連
邦
外
務
省
で
六
千
八
百
十
四
人
、
フ
ラ
ン
ス
が
外
務
省
で
八
千
九
百
六
十
五
人
、
イ
ギ
リ
ス
が
外
務
英
連
邦
省
で
五
千

三
百
六
十
四
人
、
ロ
シ
ア
が
ロ
シ
ア
連
邦
外
務
省
で
七
千
二
十
八
人
、
韓
国
が
外
交
通
商
部
で
千
八
百
三
十
三
人
で
あ
り
、

ま
た
、
他
省
庁
の
正
式
名
称
の
日
本
語
訳
及
び
職
員
数
は
、
カ
ナ
ダ
が
国
際
開
発
庁
で
千
八
百
六
十
六
人
、
ド
イ
ツ
が
連
邦

経
済
協
力
・
開
発
省
で
六
百
六
十
四
人
、
イ
ギ
リ
ス
が
国
際
開
発
省
で
千
八
百
九
十
七
人
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

我
が
国
外
務
省
に
お
い
て
経
済
協
力
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
国
際
協
力
局
の
職
員
及
び
在
外
公
館
で
経
済
協
力
を
担

当
す
る
職
員
の
平
成
十
八
年
度
の
定
員
は
、
四
百
六
十
五
人
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
行
政
改
革
の
重
要
方
針
」
（
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
内

閣
官
房
長
官
の
下
で
開
催
さ
れ
た
「
海
外
経
済
協
力
に
関
す
る
検
討
会
」
の
報
告
書
で
は
、
「
海
外
経
済
協
力
会
議
（
仮

称
）
」
を
内
閣
に
設
置
し
、
我
が
国
の
海
外
経
済
協
力
の
重
要
事
項
を
内
閣
総
理
大
臣
及
び
少
数
の
閣
僚
で
機
動
的
か
つ
実

質
的
に
審
議
す
る
と
と
も
に
、
海
外
経
済
協
力
の
主
要
な
手
段
で
あ
る
政
府
開
発
援
助
に
つ
い
て
、
外
務
省
が
、
「
海
外
経

済
協
力
会
議
（
仮
称
）
」
の
審
議
す
る
基
本
戦
略
の
下
、
関
係
省
庁
と
の
連
携
を
深
め
つ
つ
、
引
き
続
き
、
政
府
全
体
を
通

ず
る
調
整
の
中
核
の
任
に
当
た
る
こ
と
等
が
提
言
さ
れ
た
。

政
府
と
し
て
は
、
同
報
告
書
を
踏
ま
え
、
戦
略
的
な
海
外
経
済
協
力
の
効
率
的
な
実
施
に
向
け
て
体
制
の
構
築
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


